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能代山本広域市町村圏組合議会会議録（定例会） 
 
 

 令和４年１０月７日（金曜日）午前１０時 
 
 

     出席議員（１６名） 

   １番  渡 邊 正 人        ２番  堺 谷 直 樹  

   ３番  小 森 久 博        ４番  安 井 和 則  

   ５番  畠   貞一郎        ６番  安 岡 明 雄  

   ７番  安 井 英 章        ８番  須 藤 正 人  

   ９番  皆 川 鉄 也       １０番  伊 藤 千 作  

  １１番  鍋 谷   暁       １２番  落 合 範 良  

  １３番  高 橋   満       １４番  伊 藤 孝 年  

  １５番  芦 崎 達 美       １６番  加 藤 彦次郎  
 
 

     欠席議員（なし） 
 
 

     地方自治法第１２１条による説明のための出席者 

    理事会代表理事           齊 藤 滋 宣  

    理 事           佐々木 文 明  

    理 事           田 川 政 幸  

    監 査 委 員           畠 山 一 仁  
 
 

     職務のために議場に出席した職員職氏名 

    事 務 局 長          鈴 木 浩 文  

    事 務 局 主 幹          菊 池 和 臣  

    事 務 局 次 長          柴 田 智 生  

    総 務 企 画 課 参 事          石 川 久美子  

    総 務 企 画 課 参 事          加 賀 政 樹  

    環 境 衛 生 課 長          渡 部 康 生  

    総務企画課長補佐          藤 田 浩 明  

    環境衛生課長補佐          菊 谷   明  

    消 防 本 部 消 防 長          高 杉   誠  

    消防本部消防次長          泉   政 樹  

    消防本部総務課長          加勇田 清 武  

    二 ツ 井 消 防 署 長          小山内   寿  

    三 種 消 防 署 長          大 高 英 人  

    八 峰 消 防 署 長          渡 辺   健  

    会 計 管 理 者          桜 田 千穂子  
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   議事日程第３号 

令和４年１０月７日（金曜日）  午前１０時 開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 承認第１号専決処分した職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す 

     る条例の承認を求めることについて 

日程第５ 議案第１３号令和３年度能代山本広域市町村圏組合一般会計決算及び特別 

     会計決算の認定について 

日程第６ 議案第１４号令和４年度能代山本広域市町村圏組合一般会計補正予算（第 

     １号） 

日程第７ 議案第１５号令和４年度能代山本広域市町村圏組合特別養護老人ホーム運 

     営事業特別会計補正予算（第１号） 
 
 

   本日の会議に付した事件 

    議事日程第３号のとおり 
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     午前１０時００分 開会 
 
 

◎議長（安井和則君） ただいまより能代山本広域市町村圏組合議会定例会を開会い

たします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の出席議員は１６名であります。 

 本日の議事日程は、日程表第３号のとおり定めました。 

 あらかじめ申し上げますが、新型コロナウイルス感染症防止策として、会議中は、

演壇で発言する場合を除きマスクを着用するようお願いするとともに、会場の換気に

おいて通常と異なる対応をとっておりますので、御理解くださるようお願いいたしま

す。 
 
 

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

◎議長（安井和則君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第４８条の規定により、１２番落合範良さん、１３番

高橋満さんを指名いたします。 
 
 

     日程第２ 会期の決定 

◎議長（安井和則君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は本日１日としたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（安井和則君） 御異議なしと認めます。よって、会期は１日と決定いたしま

した。 
 
 

     日程第３ 諸般の報告 

◎議長（安井和則君） 日程第３、諸般の報告はお手元に配付したとおりでありま

す。 

 この際、理事会代表理事より発言を求められております。よって発言を許します。

齊藤理事会代表理事。 

     （代表理事 齊藤滋宣君 登壇） 

◎代表理事（齊藤滋宣君） おはようございます。能代山本広域市町村圏組合議会定

例会の開会に当たり、提出議案の説明に先立ち、その後の事務事業の状況等について

御報告いたします。 

 初めに、一般廃棄物処理施設整備事業についてでありますが、現在、建設地の造成

工事を行っており、表土の土壌改良や建設地からの雨水流出を防止するための浸透側

溝の布設等を進めております。９月末時点の全体進捗率は約１．１％となっておりま

す。 

 次に、南部清掃工場、北部粗大ごみ処理工場より排出される焼却灰等の最終処分を
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行っている能代市一般廃棄物最終処分場についてでありますが、令和６年８月末を

もって当組合施設からの受入れを停止する旨、能代市から通知がありました。そのた

め、新たな最終処分先の選定を進めてまいります。 

 次に、本年１月から９月末日現在までの当圏域における火災発生件数及び救急出場

件数について申し上げます。 

 火災発生件数は１７件で、昨年と比較して１件の減、市町別では、能代市４件、藤

里町２件、三種町７件、八峰町４件となっております。火災種別では、建物火災７

件、林野火災４件、車両火災４件、その他火災２件で、亡くなられた方は１名となっ

ております。 

 救急出場件数は２，７５７件で、昨年と比較して２８６件の増、市町別では、能代

市１，９０５件、藤里町１３２件、三種町５０６件、八峰町２１４件となっておりま

す。事故種別では、急病が１，９４０件で最も多く、次いで一般負傷が３５８件と

なっております。 

 次に、令和３年度における主な直営施設の利用状況等について申し上げます。 

 高齢者交流センター「おとも苑」の利用者数は２万３７６８人で、前年度に比較し

て６５６人の減、広域交流センターは１万４４７５人で、前年度に比較して１，５９

６人の増、スポーツリゾートセンター「アリナス」は１４万４７０２人で、前年度に

比較して１，８３４人の減となっており、各施設において新型コロナウイルス感染症

の影響を受けております。 

 引き続き感染防止に努めるとともに、利用者の視点に立った管理運営に努め、自主

事業の実施やＰＲを行いながら、利用者の増加を図りたいと考えております。 

 令和３年度における衛生３施設のごみ、し尿の搬入状況について申し上げます。 

 南部清掃工場への可燃ごみの搬入量は２万３１０９トンで、前年度に比較して３３

９トンの減、北部粗大ごみ処理工場へのごみ搬入量は１，２０７トンで、前年度に比

較して１９トンの減、中央衛生処理場へのし尿等の搬入量は３万６３７２トンで、前

年度に比較して８９５トンの減となっております。 

 今後も、これら施設の適正な稼働に努め、圏域住民の安心・安全な生活を支えてま

いります。 

 次に、本日提案しております議案等の概要について御説明いたします。 

 承認第１号 専決処分した職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

承認を求めることについては、地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴

い、職員の育児休業等に関する条例について、緊急に改正する必要があるため、専決

処分したものであります。 

 議案第１３号は、令和３年度一般会計決算及び特別会計決算の認定についてであり

ます。一般会計の決算額は、歳入総額３２億３１３４万５１８７円、歳出総額３１億

３１６８万６１５７円で、歳入歳出差引額は９９６５万９０３０円となっておりま

す。 

 特別養護老人ホーム運営事業特別会計の決算額は、歳入総額６億８９１１万７３２

５円、歳出総額６億３７９０万３６１５円で、歳入歳出差引額は５１２１万３７１０

円となっております。 
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 能代山本ふるさと市町村圏基金特別会計の決算額は、歳入総額１６６万５２２７

円、歳出総額１０９万７５７７円で、歳入歳出差引額は５６万７６５０円となってお

ります。 

 議案第１４号は、令和４年度一般会計補正予算案で、歳入歳出それぞれ８９９７万

５０００円を追加し、補正後の総額を３８億６４９４万５０００円とするものであり

ます。歳入は、決算による前年度繰越金の追加で、歳出は、予備費の追加でありま

す。 

 議案第１５号は、令和４年度特別養護老人ホーム運営事業特別会計補正予算案で、

歳入歳出それぞれ５０７１万３０００円を追加し、補正後の総額を４億３９０６万９

０００円とするものであります。歳入は、決算による前年度繰越金の追加で、歳出

は、予備費の追加であります。 

 以上よろしく御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。 

◎議長（安井和則君） この際、暫時休憩いたします。 

     午前１０時０９分 休憩 
 
 

     午前１０時１１分 再開 

◎議長（安井和則君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 
 

     日程第４ 承認第１号専決処分した職員の育児休業等に関する条例の一 

          部を改正する条例の承認を求めることについて 

◎議長（安井和則君） 日程第４、承認第１号専決処分した職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例の承認を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。事務局長。 

     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 

◎事務局長（鈴木浩文君） 承認第１号専決処分した職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例の承認を求めることについて御説明いたします。 

 本件は、地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴い、本条例の一部を改

正し、令和４年１０月１日から施行する必要があったため、地方自治法第１７９条第

１項の規定により、令和４年９月３０日に専決処分しましたので、同条第３項の規定

により報告し、議会の承認を求めるものです。 

 別紙をお願いいたします。 

 本条例の主な改正内容、非常勤職員における育児休業の取得の柔軟化と職員の育児

休業の取得回数の改正であります。 

 第２条の改正は、非常勤職員の出生後８週間以内の子に係る育児休業の取得要件に

ついて、「当該子が１歳６か月になる日までに任期が満了しない者」を「当該子の出

生後５７日目から６か月を経過する日までに任期が満了しない者」に緩和するため、

条文を整理するものであります。 

 第２条の３及び第２条の４の改正は、非常勤職員の１歳以降の子に係る育児休業の

取得要件について、夫婦交替での取得を可能とする等緩和するため、条文を整理する
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ものであります。 

 第３条の改正は、職員の育児休業の取得回数について、原則１回とあったものを原

則２回に改正するため、条文を整理するものであります。 

 附則において、この条例は、令和４年１０月１日から施行し、経過措置として施行

日前に育児休業を取得している職員に対する改正前の第３条の規定の適用について、

従前の例によることとしております。 

 以上、よろしく御審議くださいますよう、お願いいたします。 

◎議長（安井和則君） これより質疑を行います。（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本件は承認することに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（安井和則君） 御異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決し

ました。 
 
 

     日程第５ 議案第１３号令和３年度能代山本広域市町村圏組合一般会計 

          決算及び特別会計決算の認定について 

◎議長（安井和則君） 日程第５、議案第１３号令和３年度能代山本広域市町村圏組

合一般会計決算及び特別会計決算の認定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。事務局長。 

     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 

◎事務局長（鈴木浩文君） 議案第１３号令和３年度能代山本広域市町村圏組合一般

会計決算及び特別会計決算の認定について御説明いたします。 

 本件で認定を求めますのは、一般会計決算、特別養護老人ホーム運営事業特別会計

及び能代山本ふるさと市町村圏基金特別会計決算であります。 

 初めに、一般会計についてであります。 

 まず歳入についてでありますが、収入済額の合計は３２億３１３４万５１８７円

で、不納欠損額及び収入未済額はありません。 

 歳出についてでありますが、支出済額の合計は３１億３１６８万６１５７円、不用

額が９９３２万９８４３円で、予算執行率は９６．９％となっております。 

 歳入歳出差引残額は９９６５万９０３０円となっております。 

 決算の主な内容については、事項別明細書により御説明いたします。 

 なお、特に変わりのない場合、歳入では収入済額、歳出では支出済額を申し上げま

す。 

 歳入１款分担金及び負担金１項負担金は２９億６６４５万３０００円で、１目事務

費負担金が５５２４万９０００円、以下、項目ごとの構成４市町の内訳は備考欄にあ

るとおりでございます。 

 ２目民生費負担金が７９７９万５０００円で、高齢者交流センター運営費及び介護

認定審査会運営費負担金。 
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 ３目衛生費負担金が８億７６１６万９０００円で、在宅当番医制実施事業費、病院

群輪番制病院運営事業費、衛生総務費、南部清掃工場運営費、北部粗大ごみ処理工場

運営費、中央衛生処理場運営費、一般廃棄物処理施設整備事業費及び清掃費特別負担

金。 

 ４目消防費負担金が１８億１７２３万１０００円で、消防費、消防施設費及び消防

費特別負担金。 

 ５目教育費負担金が１億３４９５万９０００円で、広域交流センター運営費及びス

ポーツリゾートセンター運営費負担金。 

 ６目公債費負担金は３０５万円です。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料は１億１３４３万８６６７円で、１目民生使用料

が８０６万６９００円で、高齢者交流センター使用料、２目衛生使用料が６８８７万

６１５７円で、南部清掃工場、北部粗大ごみ処理工場及び中央衛生処理場使用料、３

目教育使用料が３６４９万５６１０円で、広域交流センター及びスポーツリゾートセ

ンター使用料です。 

 ２項手数料１目消防手数料は１３５万９６００円で、危険物規制事務手数料等であ

ります。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金は１９１８万８０００円で、１目衛生費国庫補助金

が５００万９０００円で、循環型社会形成推進交付金、２目消防費国庫補助金が１４

１７万９０００円で、緊急消防援助隊設備整備費補助金です。 

 ４款財産収入１項財産収入は１４万７１０円で、工事現場事務所及び気象観測機器

設置敷地料です。 

 ５款繰越金１項繰越金は１億６６９万１１６８円で、前年度繰越金です。 

 ６款諸収入１項受託事業収入は２万１０００円で、要介護認定審査及び判定事務受

託事業収入です。 

 ２項預金利子は、収入なし。 

 ３項雑入は２４０５万３０４２円で、主なものは消防学校教務職員派遣費用負担金

９２５万４８２４円、消防防災航空隊員派遣費用交付金７７２万７５４４円です。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 １款議会費１項議会費は４０万９７４５円で、主なるものは、議員報酬です。 

 ２款総務費１項総務管理費は５４１９万６７８９円で、１目一般管理費が５１８４

万１４８９円、主なるものは、事務局職員の人件費。２目企画費が２３５万５３００

円、主なるものは、広域広報の印刷製本費です。 

 ２項監査委員費は６万７４００円で、報酬及び審査意見書印刷費です。 

 ３款民生費１項社会福祉費は９９４９万８５２１円で、１目高齢者交流センター運

営費が６５１４万２７７６円、主なるものは、職員人件費。２目介護認定審査会運営

費が３４３５万５７４５円、主なるものは、介護認定審査会委員報酬と職員人件費で

す。 

 ４款衛生費１項保健衛生費は２６０７万６３８０円で、在宅当番医制実施事業委託

料及び病院群輪番制病院運営事業補助金です。 

 ２項清掃費は９億１３０７万４０１６円で、１目衛生総務費が２９６０万６４０９
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円、主なるものは、職員人件費。２目南部清掃工場運営費が４億５４９７万６６９２

円、主なるものは、施設運転管理業務等委託料と定期点検補修等工事請負費。３目北

部粗大ごみ処理工場運営費が６６２７万２４７５円、主なるものは、施設運転管理業

務等委託料と定期点検補修等工事請負費。４目中央衛生処理場運営費が３億７７８万

６２２１円、主なるものは、施設運転管理業務等委託料と定期点検補修等工事請負

費。５目一般廃棄物処理施設整備事業費が５４４３万２２１９円、主なるものは、事

業者選定アドバイザリー業務委託料と要望事項に伴う工事費負担金です。 

 ５款消防費１項消防費は、１８億３８９５万８２２３円で、１目本部費が３億７０

６４万３４８３円、主なるものは、職員人件費と消防緊急通信指令施設保守業務委託

料。２目署費が１３億９００８万５６７２円、主なるものは、職員人件費。３目消防

施設費が７８２２万９０６８円、救急自動車及び高度救命処置用資機材購入費です。 

 ６款教育費１項社会教育費は３６０６万１３９９円で、主なるものは、広域交流セ

ンターの施設運営に係る需用費と温水発生器改修等工事請負費。２項保健体育費は１

億６０２９万４１８４円で、主なるものは、スポーツリゾートセンター職員人件費と

施設運営に係る需用費及び委託料です。 

 ７款公債費１項公債費は３０４万９５００円、１目元金が３００万円、２目利子が

４万９５００円です。 

 ８款予備費は支出がありませんでした。 

 実質収支に関する調書は記載のとおりであります。 

 次に、特別養護老人ホーム運営事業特別会計についてであります。 

 歳入は収入済額の合計が６億８９１１万７３２５円で、不納欠損額及び収入未済額

はありません。 

 歳出は支出済額の合計が６億３７９０万３６１５円、不用額４０５０万３３８５円

で、予算執行率は９４．０％となっております。 

 歳入歳出差引残額は５１２１万３７１０円であります。 

 決算の主な内容については、事項別明細書により御説明いたします。 

 歳入１款サービス収入１項介護給付費収入は４億９８９９万８９５６円で、１目施

設介護サービス費収入が４億６７３５万８３４０円、２目居宅介護サービス費収入が

３１６４万６１６円です。 

 ２項自己負担金収入は１億９３９万９６６８円で、施設入所分及び短期入所生活介

護費収入です。 

 ２款県支出金１項県補助金は１４万円で、介護サービス事業所等感染症対策支援事

業費補助金です。 

 ３款財産収入１項財産運用収入は３５８６円で基金利子であります。 

 ４款寄附金は収入ありません。 

 ５款繰入金１項繰入金は８２８万７４００円で、特別養護老人ホーム運営基金繰入

金です。 

 ６款繰越金１項繰越金は７０８２万４７２８円で、前年度繰越金です。 

 ７款諸収入１項受託事業収入は１８万７０００円で、要介護認定調査受託事業収入

です。 
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 ２項雑入は１２７万５９８７円で、給食費繰替金戻入等であります。 

 歳出１款民生費１項社会福祉費は５億８７９０万２９円、主なるものは、職員人件

費と施設運営に係る需用費及び委託料であります。 

 ２項基金積立金は５０００万３５８６円で、特別養護老人ホーム運営基金積立金で

す。なお、年度末の基金残高は５億５８３７万８９６３円となっております。 

 ３款公債費、４款予備費は支出がありません。 

 実質収支に関する調書は記載のとおりであります。 

 次に、能代山本ふるさと市町村圏基金特別会計についてであります。 

 歳入は収入済額の合計が１６６万５２２７円で、不納欠損額及び収入未済額はあり

ません。 

 歳出は支出済額の合計が１０９万７５７７円、不用額５６万７４２３円で、予算執

行率は６５．９％となっております。 

 歳入歳出差引残額は５６万７６５０円であります。 

 決算の主な内容については、事項別明細書により御説明いたします。 

 歳入１款財産収入１項財産運用収入は１０９万８０００円で、基金利子でありま

す。 

 ２款繰越金１項繰越金は５６万７２２７円です。前年度繰越金です。 

 歳出１款商工費１項商工費は１０９万７５７７円で、主なるものは、一般社団法人

あきた白神ツーリズム運営費補助金であります。 

 ２款予備費は支出がありません。 

 実質収支に関する調書は記載のとおりであります。 

 以上、よろしく御審議くださいますよう、お願いいたします。 

◎議長（安井和則君） これより質疑を行います。まず、一般会計決算の歳入につい

て質疑を行います。（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 次に、一般会計決算の歳出について質疑を行います。５番畠 貞一郎さん。 

◎５番（畠貞一郎君） 広域組合はいろいろな施設を持たれていて、代表理事の説明

にもありましたように、おとも苑だとか、その委託料等々出ているわけなのですけれ

ども、あと、アリナスだとか、大きいものからいくと出ているわけなのですけれど

も、まず、アリナスなんかも相当な年数たっているわけですね、もう３０年ぐらい

なっているんじゃないかなと思います。あと、おとも苑なんかもかなりの年数がたっ

ているのではないかなと思います。来ていただくお客様の数を記録で見ましても、今

回もいくらか減っていると。なかなかコロナ禍の中で入園があまり、今の状況は決し

て理想的な部分ではなかろうかと思います。そんな中で、今後、施設が劣化してい

く、そしてある意味でアリナスなんかもいらっしゃる方のかなりの部分は能代市の方

が多くいらっしゃると。今後、アリナスを、今後も引き続き広域でやっていくという

ことはわからないことではないのですけども、今後アリナス、そしておとも苑につい

ては、基本的に維持管理をこちらで行っていくという考え方で間違いないのかどうか

お伺いいたします。 

◎議長（安井和則君） 事務局長。 
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     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 

◎事務局長（鈴木浩文君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

 参考までに、高齢者交流センターは平成３年に供用開始しておりまして、スポーツ

リゾートセンターアリナスについては平成７年に供用開始しております。 

 今、議員の御質問にありましたとおり、新型コロナウイルス感染の影響によって、

例えばおとも苑であればカラオケであるとか、アリナスであればお風呂のサウナの供

用を中止したりして対応をしておりましたが、今般の状況を見ながら再開しておると

ころであります。 

 御承知のとおり数十年たっておりますので、非常に施設の老朽化、補修が必須に

なっており、当組合におきましても年次計画によって徐々に補修しているところであ

ります。この両施設の維持管理につきまして、当分の間は当組合においてやはりやっ

ていくことになると思いますけれども、超長期的なスパンで見た場合の将来像につい

ては、今後、計画変更していく必要があると考えております。より多くの方々が使い

やすい施設運営になるよう、努力してまいりたいと思います。 

 以上であります。 

◎議長（安井和則君） 畠 貞一郎さん。 

◎５番（畠貞一郎君） 今の御説明では、おとも苑もアリナスも、現在のところは継

続して広域でやっていくと。ただ、今後、色々な状況を考えて、どのようにするかは

検討していくということで理解していいかと思うのですけれども、そういった部分は

理事会等でもこの部分のお話は出ているんでしょうか。おとも苑の問題だとか、アリ

ナスの問題だとか、今後どうするのかという問題、出ているのでしょうか。お伺いい

たします。 

◎議長（安井和則君） 事務局長。 

     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 

◎事務局長（鈴木浩文君） お答えいたします。 

 現時点において理事会で、こうした施設の維持管理についてのお話は出ておりませ

ん。 

 なお、当該施設の補修等につきましては、施設の所有者であります県とも協議しな

がら進めているところであります。 

 以上であります。 

◎議長（安井和則君） 畠 貞一郎さん。 

◎５番（畠貞一郎君） 今、県との協議に当たっているという部分がありますけれど

も、例えばかなり大規模な改修を行わなければ駄目なボイラーだとか何とかそういっ

た、配管だとか含めてですね、そういった部分があった場合、県がある程度の補助金

を出したりとかというめどはあるんでしょうか、お伺いいたします。 

◎議長（安井和則君） 事務局長。 

     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 

◎事務局長（鈴木浩文君） お答えいたします。 

 アリナスの場合は、１件当たり１００万円以上の経費がかかる場合は県の負担とな

ります。 
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 なお、おとも苑につきましては、当組合において修繕を行っております。 

 以上であります。 

◎議長（安井和則君） 他に質疑ありませんか。（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 次に、特別会計決算全部について質疑を行います。（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって本決算に係る全ての質疑を終結いたします。 

 討論を行います。（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 この際、採決の前に申し上げます。本案は、組合規約第７条の２に規定する粗大ご

み処理施設に関係する３市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む

出席議員の過半数で決する特別議決事件であります。 

 これより採決いたします。本決算は認定することに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（安井和則君） 御異議なしと認めます。よって、本決算は認定することに決

しました。 
 
 

     日程第６ 議案第１４号令和４年度能代山本広域市町村圏組合一般会計 

          補正予算（第１号） 

◎議長（安井和則君） 日程第６、議案第１４号令和４年度能代山本広域市町村圏組

合一般会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。事務局長。 

     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 

◎事務局長（鈴木浩文君） 議案第１４号令和４年度能代山本広域市町村圏組合一般

会計補正予算（第１号）について御説明いたします。 

 本補正予算は、令和３年度決算の確定による繰越金の整理であります。 

 条文第１条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８

９９７万５０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３８億６４９

４万５０００円と定めております。 

 また、第２項において、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしております。 

 補正予算の内容については、事項別明細書により御説明いたします。 

 歳入でありますが、５款繰越金１項繰越金は８９９７万５０００円の追加で、前年

度繰越金です。 

 歳出８款予備費１項予備費は８９９７万５０００円の追加であります。 

 以上、よろしく御審議くださいますよう、お願いいたします。 

◎議長（安井和則君） 質疑を行います。（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 
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 これより採決いたします。本案は原案どおり決することに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（安井和則君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決しまし

た。 
 
 

     日程第７ 議案第１５号令和４年度能代山本広域市町村圏組合特別養護 

          老人ホーム運営事業特別会計補正予算（第１号） 

◎議長（安井和則君） 日程第７、議案第１５号令和４年度能代山本広域市町村圏組

合特別養護老人ホーム運営事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。事務局長。 

     （事務局長 鈴木浩文君 登壇） 

◎事務局長（鈴木浩文君） 議案第１５号令和４年度能代山本広域市町村圏組合特別

養護老人ホーム運営事業特別会計補正予算（第１号）について御説明いたします。 

 本補正予算は、令和３年度決算の確定による繰越金の整理であります。 

 条文第１条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５

０７１万３０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３９０６

万９０００円と定めております。 

 また、第２項において補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしております。 

 補正予算の内容については、事項別明細書により御説明いたします。 

 歳入でありますが、５款繰越金１項繰越金は５０７１万３０００円の追加で、前年

度繰越金です。 

 歳出４款予備費１項予備費は５０７１万３０００円の追加であります。 

 以上、よろしく御審議くださいますよう、お願いいたします。 

◎議長（安井和則君） 質疑を行います。（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案どおり決することに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

◎議長（安井和則君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決しまし

た。 
 
 

◎議長（安井和則君） この際、暫時休憩いたします。 

     午前１０時４４分 休憩 
 
 

     午前１０時４５分 再開 

◎議長（安井和則君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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◎議長（安井和則君） 本定例会は、提出議案の全部を議了いたしましたので、これ

をもって閉会いたします。 

     午前１０時４６分 閉会 
 
 

     令和４年１０月７日 
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